
運航予定前日及び当日の調整例（とうきょうポートラジオによる情報提供等） ※「東京港内交通管制室」は平成30年１月１日以降、「東京湾海上交通センター」に変更。

① 同時着岸の場合
a 原則として、山越着岸を避けるために港奥部の
船舶から順に（1～2分の差をつけて）東京西航路
に入るよう情報提供を行う。
b 但し、競合する船舶同士の船間距離、出船付
け、タグボートの有無等も考慮し、必ずしも港奥
部からの原則によらない場合もある。

② 同時離岸の場合
a 原則として、航路に近い船舶を優先に離岸する
よう情報提供を行う。
b 出港船が出船付けの場合や、競合船を山越で
出港しても充分な安全が保たれると判断した場
合は、原則によらない場合もある（パイロット乗船
船等）。
c 競合出港船のタグボートの有無、着岸時のアン
カー使用の有無、気象状況等によっても原則によ
らない場合がある（離岸調整の場合は綱放し業
者と連携）。

③ 離岸・着岸が競合する場合
a 離岸船がすでに離岸している場合は、回頭を終
了し航行体制に入るまで、着岸船が離岸船の
バース前を通過させないよう調整する。
b 着岸船が東京西航路7-8番ブイを通過後の場
合は、離岸船のバース前を通過後に離岸させる
よう調整する。
c 着岸船がすでにバース前で着岸体制に入って
いる場合は、着岸船が着岸後に離岸する（綱放し
業者と連携）。

① 出港船(A)が離岸し回頭終了後、航行体
制に入ったことを確認した後、入港船(B)に航
路INするよう情報提供を行う。

① 原則、同時回頭を避けるような情報提供
を行う（回頭準備が整った方が優先）。

② 時間差回頭でも、両船で泊地を閉塞しな
いよう注意喚起を行う。

③ 同時に航路INを避けるよう、運航状況を
判断して、航路IN体制が整った船舶が優先
する情報提供を行う。

④ 両船に対して、北航南航する直進船の動
静情報の提供を行う。

⑤ 北航南航船に対して、大井・青海・東京国
際クルーズターミナルの離岸船情報の提供
を行う。

＊必要に応じ、操縦性能の優れた船舶、及
び、回頭しないで離着岸する船舶を優先する
旨の情報を提供する場合もある。

①原則、同時回頭を避けるような情報提供を
行う（回頭準備が整った方が優先）。

②時間差回頭でも、両船で泊地を閉塞しない
よう注意喚起を行う。

③同時に航路INを避けるよう、運航状況を判
断して、航路IN体制が整った船舶が優先する
情報提供を行う。

④両船に対して、北航南航する直進船の動
静情報の提供を行う。

⑤北航南航船に対して、大井・青海の離岸船
情報の提供を行う。

(5) 港奥部への入港船とそれより手前のふ頭からの出港（離岸）船の競合 (6) 港奥部からの出港船とそれより手前のふ頭への入港船の競合 (8) 中防北水路からの出港船と港奥部への入港船の競合

① 出港船(B)に対して、直進船(A)を優先とす
る情報提供を行う。

② (B)船には(A)船の行き先（バース名等）、
航行スピード等を連絡する。

③ 見合い関係が発生しそうなときは、左舷
対左舷を基本とした情報提供を行う（(A)船に
は青海側に寄って航行、(B)船には速やかに
大井側に寄ってから(A)船を行き過ごして航
路INするよう情報提供を行う）。

④ 右舷対右舷を希望する場合は、本船対本
船（ブリッジ対ブリッジ）で直接交信するよう
伝える。

① 直進船(A)のスピードを勘案して、(B)船と
明らかに見合い関係になると判断した場合
は(A)船を優先とする情報提供を(B)船に対し
て行う（直進船優先を原則とする）。

② (A)船には、(B)船の行き先（バース名等）、
①の情報内容を連絡する。

③ 見合い関係が発生しそうな場合は、左舷
対左舷を基本とした情報提供を行う。

④ 右舷対右舷を希望する場合は、本船対本
船（ブリッジ対ブリッジ）で直接交信するよう
伝える。

① 出港船(A)には、直進船(B)が優先である
ので(B)船をやり過ごしてから航路INするよう
情報提供を行う。

② (A)船が離岸前であれば、(B)船の位置関
係から見合い関係が発生しないと判断できる
まで、シングルアップのまま待機するよう情
報提供を行う（綱放し業者とも連携）。

③ (B)船に(A)船の運行状況情報の提供を行
う。

① 出港前連絡があった場合、出港船(A)に対
して、入港船(B)が東京西航路7-8番ブイを通
過するまで離岸させない（綱放し業者に協力
依頼）。

② (A)船が離岸してしまった場合、(A)船に対
して入港船があるので航路外で待機要請。
その場合、(B)船のスピードを勘案して、おお
よその待機時間を連絡する。また、(B)船に対
して、(A)船が航路外で待機中であることの情
報提供を行う（厳重な見張り、AIS監視が必
要）。

(9) 東京西航路南口付近における入出港船の競合

① 同時航路INを避けるため、原則、港奧部
から入航時間差（1～2分）をつけて調整す
る。

② 原則以外は、出船付け、タグの有無、気
象状況などを考慮して、臨機に対応する。

③ 船間距離が充分でない場合、又は並べ
替えに危険が生じると判断した場合は成り行
きの順番で入航させる。

④ 出港船がある場合は、必要に応じて、入
航船に対して出港船が航路をアウトした後の
行き先等の情報提供を行う。

① 同時航路INとならないよう(A)船及び(B)船
の入航調整を行う（双方のスピード、衝突予
防法から判断する）。

② (4)と関連する場合は、直進船を優先する
よう情報提供を行う。

① 原則として、出港船(A)及び（B）に対して、
直進船(C)が当該バースを通過するまで離岸
しないよう情報提供を行う（直進船のスピード
を勘案しておおよその待機時間を連絡、綱放
し業者と連携）。

②　(A)船及び（B）船が既に離岸・回頭中の
場合は、(C)船に対して、(A)船及び（B）船が
回頭終了、航行体制に入るまで当該船舶を
航過しないよう情報提供を行う。
。

【考え方】
◎　港奥部（中防北水路を含む。以下、同じ）から
の出港船の西航路５－６番ブイまでの到達時間
データ等を勘案して、中央防波堤外側ふ頭（Ｙ２
バース）から出港する船舶の航路インのタイミン
グを計り、見合い関係にならないよう調整する。

○中央防波堤外側ふ頭（Ｙ２バース）から(A)船の
離岸直前連絡時（スタンバイ連絡時）に、正確な
西航路の航路イン予定時刻を受けた時：

　１）港奥部から(B)船が南行する場合
・(A)船離岸時の(B)船がレインボーブリッジ以南を
航行中の場合、(B)船を先行させる。
・(A)船離岸時の(B)船がレインボーブリッジ以北を
航行中の場合、(A)船を先行させる。

　２）港奥部の(C)船が、(A)船と同時刻離岸予定
の場合
・(C)船の離岸直前連絡時（ノーパイ船の場合はシ
ングルアップ時、パイロット船の場合はスタンバイ
時）に、西航路５－６番ブイ到達が(A)船の航路イ
ンより早い場合は、(C)船の航路インを先行させ
る。

・(C)船の離岸直前連絡時（ノーパイ船の場合はシ
ングルアップ時、パイロット船の場合はスタンバイ
時）に、西航路５－６番ブイ到達が(A)船の航路イ
ンより遅い場合は、(A)船の航路インを先行させ
る。

(13)中央防波堤外側ふ頭からの出港船（管制対象船）と入出港船の競合

【考え方】
◎　入出港船の西航路５－６番ブイまでの到達時間データ等を勘案して、中央防波堤外側ふ頭から出港する船舶の航路インのタイ
ミングを計り、見合い関係にならないよう調整する。
なお、入港船が連続する場合に、西航路入出航時間帯基準に反航する船舶の運航を調整する場合がある。

①中央防波堤外側ふ頭から(A)船の出港事前連絡を受けた時：
・(A)船の航路イン時に同時刻の航行が予想される西航路の北行船・南行船（離岸予定船含む）情報を提供する。

②中央防波堤外側ふ頭から(A)船の離岸直前時（ノーパイ船の場合はシングルアップ時、パイロット船の場合はスタンバイ時）に、正
確な西航路の航路イン予定時刻を受けた時：
１）(B)船との調整：
・(B)船が東京湾東水路中央３号灯標（以下、「ＴＴＢ３番ブイ」という）通過している場合は、(B)船を先行させる。
・(B)船がＴＴＢ３番ブイ通過前の場合は、(A)船を先行させる。

【入港船が連続している場合】
原則として上記１）と同様の調整を行うが、水域利用の効率化と船舶航行の安全
を図る観点から、次の調整を行う。
・西航路入出航時間帯基準における「入航」の時間帯には、(B)船群が安全に航路インできるよう、(A)船に対して指示があるまで離
岸の見合わせを要請する。
・西航路入出航時間帯基準における「出航」の時間帯には、(A)船と(C)船との競合を調整例(12)により回避した上で、(A)船が安全に
航路インできるよう、(B)船群の運航を調整する。

２）(C)船との調整：
・調整例(12)を適用する。

（1）隣接するバースへの同時離着岸 （2）バース着岸中の船舶と当該バースに着岸しようとする船舶の競合 （3）向き合う対岸での同時離着岸・回頭（大井・青海・東京国際クルーズターミナル） （4）港奥部からの出港船とそれより手前のふ頭からの出港（離岸）船の競合

 (7) 中防北水路からの出港船と港奧部からの出港船の競合

 (10) 東京西航路北口付近における入出港船の競合 (11)大井１号、２号バース、品川ふ頭各バース及び東京国際クルーズターミナルからの出港（離岸）する船舶と当該バース前面を通航する船舶の競合 (12)中央防波堤外側ふ頭（Ｙ２バース）からの出港船（管制船）と港奥部からの出港船の競合

東京西航路南口付近における入出港船の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・港内交通管制室・

港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・見合い関係が発生しそうな場合、ポートラジオ（港内
管制室）から両船に情報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

Ａ

Ｂ

東京西航路北口付近における入出港船の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・港内交通管制室・

港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・見合い関係が発生しそうな場合、ポートラジオ（港内
管制室）から両船に情報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

Ｂ

Ａ

隣接するバースへの同時離着岸

【イメージ図】

【対応機関】

（前日）

船社・代理店（大井・青海・品川・中防各グループ）

・東京湾海上交通センター・港湾管理者（ポートラジ
オ）

（当日）

船社・代理店（大井・青海・品川・中防各グループ）

・東京湾海上交通センター・港湾管理者（ポートラジ
オ）・水先人・船舶

【調整内容】

（前日）

・港奥部を利用する船舶が優先着岸するよう調整

・航路に近いバースの船舶が優先離岸するよう調整

・離岸・着岸が競合する場合は、離岸する船舶が優先

するよう調整

（当日）

・スケジュールを変更する船は、競合を回避するよう調整

・船舶間調整

・上記調整によっても見合い関係が発生しそうな場合
ポートラジオ（東京湾海上交通センター）から両船に

情報提供し注意喚起

【役割】

（前日）

各社が通報した運航予定を東京港内交通管制室（※）

が集約し、管制計画を作成して、HPに掲載。

HPの情報を基に、グループ 内で必要に応じ自主調整。

調整結果は再度東京湾海上交通センターへ通報。

（当日）

左記関係者間で情報を共有し、調整。

バースに着岸中の船舶（Ａ船）と当該バースに着岸しようとする船舶（Ｂ船）の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・着岸しようとする船舶が、航路内や泊地内で待機しな

いよう、ポートラジオ（東京湾海上交通センター）から両
船に情報提供し注意喚起（入航しないよう待機指示）。

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

向き合う対岸での同時離着岸・回頭（大井・青海・東京国際クルーズターミナル）

【イメージ図】

【対応機関】

（前日）

船社・代理店（大井・青海各グループ）

・東京湾海上交通センター・港湾管理者（ポート
ラジオ）

（当日）

船社・代理店（大井・青海各グループ）・

東京湾海上交通センター・港湾管理者（ポートラ
ジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（前日）

・同時離岸・回頭がないよう調整

・離岸・着岸が競合する場合は、離岸する船舶が優先

するよう調整

（当日）

・スケジュールを変更する船は、競合を回避するよう調整

・船舶間調整

・上記調整によっても見合い関係が発生しそうな場合
ポートラジオ（東京湾海上交通センター）から両船に情
報提供し注意喚起

【役割】

（前日）

各社が通報した運航予定を東京湾海上交通センター

が集約し、管制計画を作成して、HPに掲載。HPの情報

を基に、該当する社が必要に応じ自主調整。調整結果

は再度東京湾海上交通センターへ通報。

（当日）

左記関係者間で情報を共有し、調整。

港奥部からの出港船（Ａ船）とそれより手前のふ頭からの出港（離岸）船（Ｂ船）の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター・

港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・上記調整によっても見合い関係が発生しそうな場合
ポートラジオ（東京湾海上交通センター）から両船に情
報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

港奥部への入港船（Ａ船）とそれより手前のふ頭からの出港（離岸）船（Ｂ船）の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・上記調整によっても見合い関係が発生しそうな場合
ポートラジオ（東京湾海上交通センター）から両船に情
報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

港奥部からの出港船（Ａ船）とそれより手前のふ頭への入港船（Ｂ船）の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・上記調整によっても見合い関係が発生しそうな場合
ポートラジオ（東京湾海上交通センター）から両船に情
報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

中防北水路からの出港船（Ａ船）と港奥部からの出港船（Ｂ船）の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・港奥部からの出港船（Ｂ船）が優先

・船舶間調整

・見合い関係が発生しそうな場合、ポートラジオ

（東京湾海上交通センター）から両船に上記

優先関係について情報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

中防北水路からの出港船（Ａ船）と港奥部への入港船（Ｂ船）の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・港奥部への入港船（Ｂ船）を優先させる

・船舶間調整

・見合い関係が発生しないよう、ポートラジオ

（東京湾海上交通センター）が情報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

東京西航路南口付近における入出港船の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・見合い関係が発生しそうな場合、ポートラジオ（東京
湾海上交通センター）から両船に情報提供し注意喚
起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

東京西航路北口付近における入出港船の競合

【イメージ図】

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・船舶間調整

・見合い関係が発生しそうな場合、ポートラジオ（東京
湾海上交通センター）から両船に情報提供し注意喚
起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。

大井１号、２号バース、品川ふ頭各バース及び東京国際クルーズターミナルからの
出港（離岸）する船舶（Ａ船及びB船）と当該バース前面を通航する船舶（C船）の競合

【イメージ図】

※C船は南航の場合も含む

【対応機関】

（当日）

船社・代理店・東京湾海上交通センター

・港湾管理者（ポートラジオ）・水先人・船舶

【調整内容】

（当日）

・通航船（C船）が優先

・船舶間調整

・見合い関係が発生しそうな場合、ポートラジオ（東京
湾海上交通センター）から両船に上記優先関係につ
いて情報提供し注意喚起

【役割】

（当日）

調整が必要な場合、ポートラジオが順番を調整し、

左記関係者に情報提供。以後情報共有し、調整。
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